
一度他人のメガネをかけてみてください 

本年度もあとわずかになりましたね。安心できる居場所である学校生活を送ることはできたでしょう

か。これで学校教育を終える生徒やご家族には、いろんな思いがあることでしょう。これからそれぞれが

違った環境で生きていくことになりますが、日々じっくりと力をつけてきたので心配することはないと信

じています。和附特ではどうだったかなあと、時には思い出しながら、元気で自分づくりの旅に出てくだ

さい。いつでもまた母校に来てくださいね。待っていますよ。続けて通学する児童生徒には、今年度のし

めくくりの日々ですね。そろそろ新年度に向けての課題や期待を整理してみてください。 

最近、「一度他人のメガネをかけてみて」という文章を目にしました。他人のメガネをかけると、それ

まで見えていたものが違ったものに見えたり、新しい発見があったりします。  

社会のルールにも同じようなことがありそうです。日本はやっと国連の障がい者権利条約を批准し、障

がい者に対する差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止を義務とした基本的方針の策定や取り

扱い要領及び指針（ガイドライン）の作成が義務づけられます。国立大学では法的な義務となります。合

理的配慮とは理にかなった配慮と解釈するとわかりやすく、もとになった 1990 年アメリカ障がい者法（Ａ

ＤＡ）を見てみると、あらゆる分野で障がい者への差別を禁じ機会平等を保障しており、雇用や公的サー

ビスや民間の施設・サービスや電話リレーサービスなどの具体例が記されています。例えば公共的に利用

される施設では、障がい者が自由に出入りできずサービスが制限されることは違法行為となり、出入り口

が段差になっているところはスロープに改良しトイレも車いすで使用できなければ、営業許可がおりない

のだそうです。違反した場合には罰則規定があり、拘束力が強いものです。日本社会も変わっていくこと

でしょう。今まで見えてなかった部分の改善が進むことを願っています。 

本年度、大きな事故もなかったことを教職員ともに喜びつつ、次年度も継続して本校校長として、教職

員と保護者の皆様のご協力の下に、よりよい学校にしていきたいと考えています。引き続きどうぞよろし

くお願いいたします。 

校 長  赤松 純子 

 

○お知らせ                   

・ 今年度の卒業式は、高等部は３月７日(金)、小・中学部は３月１４日(金)になります。９時３０分  

受付、１０時開式です。卒業する児童生徒の皆さんを心よりお祝いしたいと思います。今年度から各

学部で式後の時間に余裕をもっていただくため、花道のスタイルを変更させていただきます。高等部

卒業式では記念撮影後に、小・中学部卒業式では卒業生退場場面で花道をつくりますので、ふるって

ご参加ください。 

・３月２日(日)毎年恒例の『つながり文化祭』が県

立体育館で開催されます。ステージ、作品展示、 

自主製品販売、バザー等があります。１０時から

１５時までです。ぜひご来場ください。 

・本校の防災対策について、別紙を一読ください。 

  

 

   

３月の行事予定 

２ 日 つながり文化祭 

３ 月 体重測定(高)（育）運営委員会  

(小)個人懇談  

４ 火 高等部卒業式予行 体重測定(小・中) 

(育)広報部会  (小)個人懇談 

７ 木 (高)卒業式 

８ 土 ふよう会役員会 

９ 日 同窓会クラブ  

１１ 火 小・中卒業式練習  

１２ 水 小・中卒業式予行  

１４ 金 小・中卒業式 

２４ 金 終業式 

２８ 金 離任式 

４月当初の行事予定 

８ 火 着任式 始業式 入学式準備 

９ 水 入学式 
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